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はじめに :児童虐待の相談対応件数の増加を止めることができない。現在の行政による要

保護児童対策地域協議会を中心とするケース支援だけでは、困難を抱える子どもや家庭を

把握しきれない。そこで、2020 年度に厚労省は、様々なネットワークを総動員して地域の見守り

体制を強化する「支援対象児童等見守り強化事業」（以後、「見守り強化事業」とする）を始めた。 

A 市では、同年 9 月より委託事業者の募集を開始し、NPO 法人 B が受託した。参加団体が主体的

に協議しながら共通の目標を達成するというコレクティブインパクトの枠組みによって本

事業を捉えなおすことにより、児童虐待の予防に役立つ仕組み作りへ繫がると考えた。 

１目的：見守り強化事業として A 市の５民間団

体が取り組んできた実践をまとめる。さら

に、本事業をコレクティブインパクトの枠

組みでとらえ、要支援の子どもと家庭を地

域で支える仕組みを明らかにする。 

２方法 :A 市見守り強化事業の内容と実績

を明らかにすると同時に、子どもと家庭へ

の支援団体の活動等をまとめ、実践報告書

を作成する。それらを基にしてコレクティ

ブインパクトの視点から考察を行う。  

３結果と考察：表 1 に A 市  見守り強化事業

の実績を示した。対象は、要保護児童対策

地域協議会が対応しているケース (表 1 内

上段 )と民間団体が把握しているケース

（表１内下段）の両方であった。2022 年度

は、それぞれ 494 件、1,150 件で合計 1,644

人の子どもたちへ食材を提供しながら繋

がることができた。現在、本事業への参画団体は 5 ヵ所であるが、今後増やしていくこと

が課題である。ところで、John Knaia, & Mark Kramaer(2011)によれば、コレクティブ・

インパクトは、問題解決に向けて個々の組織がそれぞれ努力するだけではない新しいアプ

ローチで、その特徴として 5 つの要素があげられる（表 2）。本事業は、「子どもや家庭を

孤立させない」という共通のアジェンダで、 NPO 法人 B がバックボーンサポートの役割を

果たし、推進会議により行政と民間団体間の継続的なコミニュケーションに努め、相互に

活動を補強し合ってきた。行政が民間団体へ委託するという一方向の在り方でなく、各領

域が対等に集合しながら効果を生じさせる（コレクティブインパクト）例として捉えられ

る。要支援の子どもと家庭へ早期に気づき支援するために効果的であると判った。  


